
有
効
期
間
　
８
月
１
日
~
翌
年
７

月
31
日
ま
で
の
１
年
間

※

保
険
料
に
納
め
忘
れ
が
あ
る
場

合
、
短
い
有
効
期
間
で
交
付
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

本
年
12
月
２
日
か
ら
、
こ
れ
ら

の
証
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。
今
回

郵
送
す
る
被
保
険
者
証
な
ど
は

有
効
期
限
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

有
効
期
限
以
降
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
資
格
確
認

書
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
と

き
はあ

ら
か
じ
め
医
療
機
関
窓
口
に

提
示
す
る
と
、医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
限
度
額
ま
で
と
な
る
認
定
証

が
あ
り
ま
す
。
新
規
発
行
は
市
の

国
保
年
金
課
へ
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
者

・
自
己
負
担
割
合
３
割
の
人
の
う

ち
、
所
得
が
一
定
額
未
満
の
人

・
自
己
負
担
割
合
１
割
の
人
の
う

ち
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
人

※

前
年
度
、
認
定
証
が
届
い
て
い

た
人
も
、
対
象
要
件
か
ら
外
れ

る
と
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

※

被
保
険
者
証
の
提
示
の
み
で
限
度

額
が
適
用
さ
れ
る
人
も
い
ま
す
。

自
己
負
担
割
合
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

自
己
負
担
割
合
は
前
年
中
の
所

得
を
も
と
に
毎
年
判
定
し
ま
す
。

同
じ
世
帯
の
い
ず
れ
か
の
被
保
険

者
の
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５

万
円
以
上
で
あ
る
場
合
、
自
己
負

担
は
３
割
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
条
件
に
よ
っ
て
１
割
ま
た
は

２
割
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

被
保
険
者
証
に
同
封
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
見
て
不
明
な
点
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

不
在
な
ど
で
保
険
証
を
受
け
取
れ

な
か
っ
た
場
合

・
郵
便
局
に
再
配
達
を
依
頼
す
る
。

・
郵
便
局
で
受
け
取
る
。
不
在
連

絡
票
・
認
め
印
・
本
人
確
認
書
類

(
運
転
免
許
証
な
ど
)が
必
要
で

す
。
配
達
元
の
郵
便
局
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
７
月
９
日
㈫
以
降
に
市
役
所
で

受
け
取
る
。
事
前
に
国
保
年
金

課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※

別
世
帯
の
人
へ
渡
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

※

郵
便
局
に
転
送
届(
転
居
届
)を

提
出
し
て
い
る
場
合
も
市
役
所

へ
返
送
さ
れ
ま
す
。

保
険
証
の
更
新
は
本
年
度
が
最
後

で
す国

の
制
度
改
正
に
よ
り
、
本
年

12
月
２
日
か
ら
現
行
の
保
険
証
は

発
行
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。医
療
機

関
な
ど
で
受
診
す
る
と
き
は
、健
康

保
険
証
利
用
登
録
を
し
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
、
マ
イ
ナ
保
険

証
と
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。利

用
登
録
を
し
て
い
な
い
人
は
早
め

に
申
し
込
み
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
12
月
１
日
以
前
に
発
行

さ
れ
た
保
険
証
は
、
有
効
期
限
が

到
来
す
る
ま
で
は
引
き
続
き
使
用

で
き
ま
す
。
有
効
期
限
は
最
長
で

令
和
７
年
７
月
31
日
㈭
で
す
。

方
法
①
　
限
度
額
適
用
認
定
証
を
利
用

医
療
機
関
で
認
定
証
を
提
示
し
ま

す
。
認
定
証
は
毎
年
更
新
が
必
要
で
、

有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
本
年

８
月
以
降
に
使
用
す
る
場
合
、
申
請

が
必
要
で
す
。

申
請
期
間
　
６
月
24
日
㈪
~

申
請
方
法

(1)
次
の
必
要
書
類
を
持
っ
て
、
国
保

年
金
課
窓
口
で
申
請

・
認
定
証
が
必
要
な
人
の
保
険
証

・
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類(
運
転

免
許
証
な
ど
)

・
長
期
入
院
の
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
人
は
、
領
収
書
な
ど
過
去
12
カ

月
間
で
90
日
以
上
の
入
院
歴
が
分

か
る
書
類

(2)
ふ
く
お
か
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
で

申
請
。
利
用
者
登
録
が
必
要
で
す
。

方
法
②
　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用

マ
イ
ナ
保
険
証
の
受
付
対
応
医
療

機
関
で
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
提
示
し

ま
す
。

※

長
期
入
院
の
場
合
は
方
法
①
⑴
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者
　
収
入
の
減
少
や
失
業
に
よ

り
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
人

対
象
の
保
険
料
　
令
和
６
年
７
月
~

令
和
７
年
６
月
分

免
除
の
内
容

・
全
額
ま
た
は
一
部
を
免
除

・
納
付
を
猶
予

申
請
方
法
　
７
月
１
日
以
降
、
国
保

年
金
課
５
番
窓
口
で
必
要
書
類
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

・
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

通
知
書

・
本
人
確
認
書
類(
運
転
免
許
証
な
ど
)

・
失
業
者
は
離
職
票
な
ど

注
意
事
項

・
制
度
を
利
用
せ
ず
保
険
料
未
納
の

ま
ま
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

・
免
除(
猶
予
)さ
れ
た
保
険
料
は
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
付
で

き
ま
す
。
当
該
期
間
の
翌
年
か
ら

３
年
度
目
以
降
に
納
付
す
る
と
保

険
料
に
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。

８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
新
し
い
保
険
証(
青
色
)を
６
月
下
旬
か

ら
世
帯
主
宛
て
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

古
い
保
険
証(
桃
色
)は
８
月
に
入
っ
て
か
ら
細
か
く
裁
断
し
て
破
棄

し
て
く
だ
さ
い
。

※

国
民
健
康
保
険
税
に
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
保
険
証
が
更
新
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
被
保
険
者
証(
水
色
)や
限
度
額
認
定
証

(
オ
レ
ン
ジ
色
)
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
(
白
色
)
を

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

対
象
者
　
令
和
６
年
６
月
３
日
現
在

(
定
額
減
税
前
)、
本
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
、
次

の
①
~
③
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
①
令
和
６
年
度
に
新
た
に
住
民
税
非

課
税
と
な
る
世
帯
の
世
帯
主

②
令
和
６
年
度
に
新
た
に
住
民
税
均

等
割
の
み
課
税
と
な
る
世
帯
の
世

帯
主

③
①
ま
た
は
②
の
要
件
を
満
た
す
18

歳
以
下
の
児
童
・
新
生
児
、
ま
た

は
別
世
帯
だ
が
扶
養
さ
れ
て
い
る

児
童

※

過
去
に
給
付
を
受
け
た
人
は
対
象

外
で
す
。

支
給
額

①
②
１
世
帯
当
た
り
10
万
円

②
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

※

い
ず
れ
も
１
世
帯
に
つ
き
１
回
限
り

支
給
手
続
き
　
対
象
者
に
は
申
請
書

を
郵
送
し
ま
す
。
給
付
を
希
望
す

る
場
合
、
必
要
書
類
を
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

書
類
発
送
時
期
　
順
次
発
送
予
定

手
続
き
期
限
　
10
月
31
日
㈭
当
日
消

印
有
効

申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

・
上
記
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

・
相
談
窓
口
　
太
宰
府
市
役
所
４
階

４
０
２
会
議
室

※

土
日
・
祝
日
を
除
く
開
庁
時
間
に

対
応

※

電
話
で
振
込
日
や
対
象
者
か
ど
う

か
の
問
い
合
わ
せ
に
は
回
答
で
き

ま
せ
ん
。

次
の
土
地
を
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
売
却
し

ま
す
。

入
札
期
間
　
７
月
12
日
㈮
~
30
日
㈫
必
着

※

最
低
売
却
価
格
の
５
％
相
当
の
入
札
保
証
金

が
必
要
で
す
。

開
札
日
時
　
７
月
31
日
㈬
午
前
10
時

開
札
場
所
　
市
役
所
２
階
入
札
室

関
係
書
類
の
交
付
　
７
月
５
日
㈮
~
26
日
㈮

(
土
日
・
祝
日
を
除
く
)の
午
前
９
時
~
午
後
４

時
ま
で
管
財
課
で
交
付
し
ま
す
。

※

入
札
参
加
希
望
者
は
事
前
に
管
財
課
ま
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
の
総
合
経
済
対
策
に
伴
い
、
令
和
６
年
度
よ
り
新
た
に
非
課
税
ま
た
は

均
等
割
の
み
課
税
と
な
る
世
帯
へ
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

医
療
機
関
窓
口
で
の
医
療
費
の
支
払
い
を
各
世
帯
の
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
に
で
き
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

マイナ保険証利用
申込フォーム

新しい保険証の見本

新しい被保険者証の見本

自己負担割合１〜３割が
表示されます

手続き

国民健康保険被保険者証を更新します

国保年金課　国保年金係（☎内線312・313） ページID：35522 行政行政

手続き手続き
国保年金課　国保年金係（☎内線311・320）

ページID：21670

国民健康保険加入者の
医療費が高額になりそうなときは

国保年金課　国保年金係（☎内線306）
ページID：1835

国民年金保険料の免除申請を
受け付けます

後期高齢者医療保険被保険者証などを更新します

国保年金課　公費医療係（☎内線305・315）・後期高齢者医療広域連合　☎（651）3111 ページID：22021

行政管財課　管財係（☎内線505・611）

市有財産（土地）を売却
します

生活支援課　生活支援係　☎コールセンター0570（550）255
ページID：34908

新たな対象者へ太宰府市エネルギー・食料品価格等
高騰低所得世帯支援給付金を支給します

宅地

所在地
朱雀四丁目227番2
朱雀四丁目227番5
朱雀四丁目227番6

計102.51

10,200,000

地目

地積（㎡）

最低売却価格
（円）

※地番ごとの売却はできません。

太宰府市役所　代表電話 (921)2121  FAX (921)1601市ホームページアドレス　https://www.city.dazaifu.lg.jp/ 1011 広報だざいふ 2024.7 （令和 6 年）広報だざいふ 2024.7 （令和 6 年）



日
時

①
７
月
９
日
㈫
、
11
月
８
日

㈮
、
令
和
７
年
３
月
14
日

㈮
の
午
前
９
時
30
分
~
11

時
30
分
／
午
後
０
時
30
分

~
４
時

②
10
月
４
日
㈮
、
令
和
７
年

２
月
14
日
㈮
の
午
前
10
時

~
午
後
１
時
／
午
後
２
時

~
４
時

場
所

①
い
き
い
き
情
報
セ
ン
タ
ー

内
　

保
健
セ
ン
タ
ー

②
市
役
所

対
象
者
　
男
性
17
歳
~
69

歳
、
女
性
18
歳
~
69
歳

※

65
~
69
歳
の
人
は
60
~
64

歳
に
献
血
の
経
験
が
あ
る

人
が
対
象
で
す
。

屋
外
プ
ー
ル
の
利
用
を

再
開
し
ま
す

　
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
と
施

設
の
改
修
で
使
用
休
止
し

て
い
た
屋
外
プ
ー
ル
を
利

用
再
開
し
ま
す
。

利
用
期
間

　
７
月
13
日
㈯
~
15
日

(
月
・
祝
)
　

　
７
月
19
日
㈮
午
後
1

時
~
8
月
25
日
㈰

料
金
を
改
定
し
ま
す

市
内
者
の
１
時
間
の
使
用
料

金
は
、次
の
と
お
り
で
す
。(
幼
児

は
１
回
あ
た
り
の
料
金
)

※

こ
れ
ま
で
市
外
者
料
金
は
夏

季
の
み
市
内
者
料
金
の
２
倍

で
し
た
が
、
今
後
は
通
年
で

２
倍
に
な
り
ま
す
。

開
催
期
間
　
８
月
~
２
月(
全
19

回
)

教
室
案
内
　
各
回
90
分
間

・
Ａ
教
室
　
㈬
午
前

・
Ｂ
教
室
　
㈬
午
後

・
Ｃ
教
室
　
㈮
午
前

・
Ｄ
教
室
　
㈮
午
後

※

開
始
後
は
変
更
で
き
ま
せ
ん
。

開
催
場
所
　
太
宰
府
市
総
合
体

育
館(
と
び
う
め
ア
リ
ー
ナ
)

対
象
者
　
18
歳
以
上
の
人

参
加
費
　
無
料

※

元
気
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
対
象

定
員
　
各
教
室
24
人

申
込
方
法
　
は
が
き

申
込
締
切
　
７
月
19
日
㈮

※

多
数
の
場
合
は
抽
選

誰
で
も
で
き
る
ス
ポ
ー
ツ「
ペ

タ
ン
ク
」
を
み
ん
な
で
一
緒
に

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

開
催
日
時

①
７
月
20
日
㈯

②
８
月
17
日
㈯

午
後
７
時
~
９
時(
学
業
院
中

の
み
午
後
５
時
30
分
~
７
時
)

開
催
場
所

①
太
宰
府
東
中
、
学
業
院
中

②
太
宰
府
西
中
、
太
宰
府
中

参
加
費
　
無
料

※

元
気
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
対
象

※

申
込
不
要

※

雨
天
時
は
中
止
。
当
日
午
後

６
時
以
降
、
市
役
所
代
表
電

話
へ
。

開
催
日
時
　
令
和
７
年
１
月
12
日
㈰
午
後

２
時
開
式(
午
後
１
時
30
分
~
受
付
)

開
催
場
所
　
プ
ラ
ム
・
カ
ル
コ
ア
太
宰
府

(
中
央
公
民
館
)市
民
ホ
ー
ル

対
象
者
　
平
成
16
年
４
月
２
日
~
平
成
17

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す

20
歳
を
迎
え
る
皆
さ
ん
の
中
か
ら
二
十

歳
の
つ
ど
い
を
企
画
・
運
営
す
る
実
行
委

員
を
募
集
し
ま
す
。
友
達
と
一
緒
に
一
生

に
一
度
の
思
い
出
を
作
り
ま
せ
ん
か
。

内
容
　
式
典
の
受
付
・
進
行
、
ビ
デ
オ
レ

タ
ー
作
成
、
記
念
品
づ
く
り
な
ど

対
象
者
　
８
月
か
ら
始
ま
る
月
１
~
２
回

程
度
の
会
議
・
前
日
リ
ハ
ー
サ
ル
・
当
日

に
参
加
で
き
る
人

募
集
人
数
　
12
人
程
度

応
募
方
法
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
フ
ォ
ー
ム

か
ら

募
集
締
切
　
８
月
２
日
㈮

医
療
的
ケ
ア
児
・
者
と
は
　
人
工
呼

吸
器
管
理
、
た
ん
吸
引
、
経
管
栄

養
な
ど
の
医
療
的
ケ
ア
が
日
常
的

に
必
要
な
人

対
象
者
　
次
の
①
②
い
ず
れ
か
の
人

と
同
居
す
る
介
護
者

①
医
師
の
指
示
で
訪
問
看
護
に
よ
る

医
療
的
ケ
ア
を
受
け
て
い
る
18
歳

未
満
の
医
療
的
ケ
ア
児

②
医
師
の
指
示
で
訪
問
看
護
に
よ
る

医
療
的
ケ
ア
を
受
け
、
人
工
呼
吸

器
ま
た
は
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
を
装

用
し
て
い
る
18
歳
以
上
の
医
療
的

ケ
ア
者

対
象
費
用
・
時
間
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
訪
問
看
護
の
う
ち
、

健
康
保
険
法
適
用
外
の
時
間
に
係

る
費
用

※

30
分
単
位
・
未
満
は
切
り
捨
て
ま

す
。

※

対
象
者
１
人
に
つ
き
年
度
で
48
時

間
上
限
。
年
度
途
中
の
申
請
は
、

申
請
月
~
３
月
ま
で
の
月
数×

４

時
間
が
上
限
で
す
。

助
成
額
　
対
象
費
用
の
９
割
(
生
活

保
護
・
非
課
税
世
帯
は
10
割
)

※

30
分
当
た
り
３
千
７
５
０
円
上
限

支
援
の
内
容
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
食
堂

の
運
営
に
か
か
る
経
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
団
体
　
現
在
、
市
内
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
食
堂
を
運
営
し
て

い
る
団
体
や
、
新
た
に
始
め
よ
う

と
考
え
て
い
る
団
体

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

日
時
　
７
月
31
日
㈬
午
後
６
時
~

場
所
　
市
役
所
４
階
大
会
議
室

参
加
方
法
　
７
月
24
日
㈬
ま
で
に
、参

加
者
人
数
・
氏
名
と
代
表
者
の
連
絡

先
を
生
活
支
援
課
へ
電
話
ま
た
は

メ
ー
ル
し
て
く
だ
さ
い
。

※

太
宰
府
市
子
ど
も
食
堂
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
会
議
参
加
団
体
は
連
絡
不

要
で
す
。

対
象
の
猫
　
生
後
６
カ
月
以
上

の
飼
い
主
の
い
な
い
猫

※

手
術
後
の
猫
、
他
団
体
か
ら

補
助
・
助
成
を
受
け
て
手
術

す
る
予
定
の
猫
は
対
象
外
で

す
。

対
象
の
手
術

・
卵
巣
ま
た
は
卵
巣
・
子
宮
の

全
部
を
摘
出
し
て
生
殖
を
不

能
に
す
る
不
妊
手
術

・
精
巣
を
摘
出
し
て
生
殖
を
不

能
に
す
る
去
勢
手
術

※

耳
先
カ
ッ
ト
を
含
み
ま
す
。

補
助
対
象
者
　
市
内
に
住
所
が

あ
り
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

の
あ
る
個
人
で
市
税
に
滞
納

が
な
い
人

補
助
金
額
　
１
頭
に
つ
き

・
オ
ス
１
万
５
千
円(
上
限
)

・
メ
ス
２
万
５
千
円(
上
限
)

申
請
期
間
　
７
月
１
日
㈪
~

申
請
方
法
　
手
術
前
に
必
要
書

類
を
環
境
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※

一
度
に
複
数
頭
の
申
請
は
で

き
ま
せ
ん
。

動
物
の
遺
棄
・
虐
待
は
犯
罪
で
す

令
和
５
年
度
分
積
立
金
額

４
,９
６
４
,０
７
５
円

寄
附
を
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん

法
人有

限
会
社
太
宰
府
清
掃
様

個
人

・
田た

渕ぶ
ち

川が
わ

　

康こ
う

二じ

様

・
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
者
様

(
使
い
み
ち
と
し
て
本
基
金

を
選
択
し
た
人
)

市
内
に
住
む
在
宅
の
医
療
的
ケ
ア
児
・
者
の
訪
問
看
護
の
延
長
利
用
費
用
を
助

成
し
て
い
ま
す
。日
常
的
に
介
護
す
る
人
の
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

地
域
の
人
た
ち
が
気
軽
に
安
心
し
て
参
加
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
食
堂(
公

民
館
で
の
子
ど
も
食
堂
な
ど
)を
開
催
す
る
団
体
や
、
新
た
に
始
め
よ
う
と
考

え
て
い
る
団
体
を
支
援
し
ま
す
。

地
域
の
居
場
所
づ
く
り
の
新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
、
団
体
・
市
・
自
治
会

が
連
携
し
て
地
域
課
題
の
解
決
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
し
て
い
ま
す
。

猫
に
関
す
る
苦
情
・
相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
飼
い

主
の
い
な
い
猫
の
過
剰
繁
殖
を
抑
え
る
た
め
、
次
の
補
助
を
紹
介

し
ま
す
。

古
都
・
み
ら
い
基
金
へ
の
寄
附
金
は
基
金
に
積
み
立
て
、
次
の

事
業
に
有
効
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

①
史
跡
を
含
め
た
歴
史
的
・
文
化
的
遺
産
の
保
存
・
活
用
に
関
す
る

事
業

②
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
の
充
実
に
関
す
る
事
業

③
太
宰
府
を
愛
す
る
人
々
の
育
成
と
支
援
に
関
す
る
事
業

本
年
度
も
、
太
宰
府
を
愛
す
る
多
く
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。「
太
宰
府
古
都
・
み
ら
い
基
金
」推
進
会
の
協
力
の
も
と

募
集
し
て
い
ま
す
。

病
気
や
け
が
で
血
液
が
必
要
な
患
者
は
、
健
康
な
人
の
血

液
を
補
給
し
て
治
療
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
年
度
の
本

市
の
献
血
人
数
の
目
標
は
約
１
千
４
０
０
人
で
す
。
血
液
は

人
工
的
に
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ず
、
長
期
保
存
で
き
ま
せ

ん
。
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

令和6年の実行委員の皆さん

行政

福祉課　障がい福祉係（☎内線365）
ページID：26821

医療的ケア児・者の介護者を
支援します

福祉くらし

生活支援課　生活支援係（☎内線375）
　　l-support@city.dazaifu.lg.jp

ページID：35169

地域の居場所づくりを応援します

環境課　環境保全係（☎内線307）
ページID：11653

飼い主のいない猫の
不妊去勢手術費を補助します

経営企画課　企画政策係（☎内線548）
ページID：1925

古都・みらい基金への寄附を
募集しています

健康
元気づくり課　健康推進係（保健センター）

（☎内線687）

献血に協力してください

スポーツ

スポーツ

スポーツ課　スポーツ係☎（918）5381
ページID：29191

サマーナイトペタンクを開催

スポーツ課　スポーツ係☎（918）5381
ページID：35474

ケアトランポリン教室を開催

行政

行政

太宰府史跡水辺公園屋外プール利用再開

令和7年令和の都だざいふ二十歳のつどい
日程のお知らせ・実行委員を募集します
社会教育課　社会教育係（☎内線452）

ページID：28525

スポーツ課　スポーツ係　☎（918）5381
ページID：26500

環境

大人 230円

施設の内容

ジム

屋内
・

屋外

プール

対象者

小学生

中・高生 160円

改定前 改定後

110円

250円

170円

120円

幼児 110円 120円

すべて 変更なし
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